
神戸常盤大学受験生（保護者）

①受験及び修学上の配慮申請書（必須）

②診断書（必須）

③障害者手帳のコピー
（取得している方のみ）

④大学入学共通テスト「受験上の配慮事
項決定通知書」及び受験上の配慮申
請書等の写し（大学入学共通テスト受験
において配慮申請書類を提出した者のみ）

2. 必要書類提出

3. 個別相談

4. 配慮の結果通知

① 電話対応1. 大学へ申し出る

各選抜入試の出願期間開始日の1か月前ま
でに入試広報課へ電話でご連絡ください。

申し出について、電話で事前に確認させ
ていただきます。

② 受験及び修学上の
配慮申請書類の確認

受験上及び修学上の
配慮申請内容の個別
相談日を通知

④ 配慮の決定及び結果通知

③ 受験及び修学上の
配慮申請内容の審査

受験及び修学上（入学後の大学生活等）の配慮について

申請から受験までの流れ

障がいや疾病等により、何らかの合理的配慮を要する受験者は、以下の流れにそって申請をしてく
ださい。提出された申請書に基づいて検討し、障がいの種類、程度に応じた合理的配慮を行います。
出願後に不慮の事故等により同様に合理的配慮を希望する場合にも、速やかに申し出てください。
また、入学後の修学に関する支援についても受験前に面談し、支援内容について検討します。

面談要 面談不要

配慮の決定及び結果を書面で通知

（受験生用）

＊オープンキャンパスへの参加を推奨します。

〈入試当日に必ずお持ちください〉

〈簡易書留郵送〉

2024.12

〒653-0838 
兵庫県神戸市長田区大谷町2-6-2
神戸常盤大学 入試広報課
配慮申請係 宛

入試広報課
月曜～金曜 9：00～17：00（祝日除く）
電話：(078)611-1833
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